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令和 5年 4月 25日

教育委員会定例会議案書

車津市教育萎員会





付議事項

議第 18号
議第 19号

議第 20号

議第 21号

議第 22号

議第 23号

臨時代理の承認を求めることについて

臨時代理の承認を求めることについて

草津市立幼稚園。小学校および中学校の就学に関する規則の■部を改正

する規則案

車津市小。中学校結核対策委員会委員の委嘱につき議決を求めることに

ついてア

草津市教育支援委員会委員の委口届および任命につき議米を本めることに

ついて

草津市学校達営協議会委員の委嘱および任命につき議決を求めることに

ついて
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議第 18号

臨時代理の承認を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日5年 4月 25日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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臨時代理の承認を求めることについて

本教育委員会は、所属職員の人事異動を行 うに当た り、委員会を招集する時間的余裕

がなかつたので、草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則 0召和 31年草津市教

育委員会規貝H第 4号)第 3条の規定により教育長が臨時に代理したため、委員会に報告

し、その承認を求める。       ・
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草津市教育委員会の所管に属する職員の人事異動に?ヤ |て

草津市毅育委員会の所管に属する職員の人事異動を待うに当たり(教育委員会の会議

を招集する時間的余裕がないことから、草津市教育委員会教育長に対すo事務委伴規則

(昭和 31年草津市教育委員会規則第4号)第 3条の規定に基づき、次のとおり臨時に

代理する。      '     ・
 ィ                 与

令和 5年 3月 24日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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人 事 異 動 .内 示

令不日5年 3月 24日

津草
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )
車 津 市

備 考氏   名旧   任新   任

宮田 勝一

一浦 暁美

上原 香織

田中 直樹

伊東 雄一

藤崎 篤

山川 貴子

徳田 景子

左田野 篤子

管 久美子

角 明美

中島 昭子

三男田中

岸本 久

田中 歩

教育委員会事務局教育部副部長

(総括)

教育委員会事務局教育部副部長 (ス

ポーツ推進・スポーン大会担当)兼ス

ポーツ推進課長

総合政策部副部長 (総括)

健康福祉部副部長 (健康増進・保険

年金・ワクチン担当)

健康福祉都障害福祉課長兼健康福

祉政策課参事

教育委員会事務局生涯学習課長

学校給食センター所長

人権センター所長兼教育委員会事

務局児童生徒支援課参事

教育委員会事務局スポーツ大会推

進室長兼スポーツ推進課参事

山田こども園長

常盤こども園長

第四保育所長

笠縫こども園副園長

志津こども園長

老上こども園長

環境経済部長兼上下水道部理事

(農業集落排水処理施設跡地担

当)

総合政策部副部長 (人権政策担

当)

教育委員会事務局教育部副部長

(総括)

教育委員会事務局教育部副部長

(スポーツ担当)

○ 課長級

人権センター所長兼教育委員会事
局児童生徒支援課参事

まちづくり協働都市民課長

まちづくり協働部生活安心課参事

らしのサポ‐ トセンター参事

志津こども園長

老上こども園長

山田こども園長

笠縫こども園長

常盤 こども園長

第二保育所長

社都生活支援課長兼人とく
サポー トセンター参事

祉部障害福祉課長兼人とく

○ 部長級

○ 副部長級

らしの

福
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 ) 草 津 市

氏   名 備考

委員会事務局国不ポ・障スポ

長兼スポ■ツ推進課参事

教育委員会事務局歴史文化財課長

草津宿街道交流館長兼史跡草津宿

教育委員会事務局児童生徒支援課
長兼人権センター参事兼健康福祉

人 とくらしのサポ▼ トセ ンター

委員会事務局学校政策推進課

教育研究所長兼健康福祉部人とく
らしのサポー トセンタエ参事

課長補佐級

務部税務課課長補佐兼市民税係

学校給食センター参

学校給食センタ▼所長

教育委員会事務局生涯学習課長

教育委員会事務局スポ▼ツ推進課
長兼国スポ・障スポ推進室参事

矢倉こども園副園長

玉)|に ども園副園長

草津第二保育所副所長

教育委員会事務局教育総務課課長
佐兼総務係長兼学校政策推進課

副参事兼学校政策推進係副係長
委員会事務局スポーツ推進課

スポーン推進係長兼国

○

スポ・ ス

こども園副園長

第二保育所副所長

長

教育委員会事務局歴史文化財課課
長補佐兼歴史文化財係長

育委員会事務局歴史文化財課長

教育委員会事務局児童生徒支援課

教育委員会事務局学校政策推進課
課長補佐兼学校政策推進係長

男女共同参画センター所長補佐兼

部生活支援課長兼健康福
参事

健康福祉部人とくらしのサポー ト
センタ■所長兼健康福祉政策課参
事
健康福祉部新型圭ロナウイルスフ
クチン対策室長

教育委員会事務局学校教育課課長
補佐兼学事・学校保健体育係長

草津中央おひさまこども園総括保
育教諭     "
矢橋ふたばこども園総括保育教諭

玉)|に ども園副園長

第二保育所副所長

第二保育所総括保育士

教育委員会事務局教育総務課総務
係長兼学校政策推進課学校政策推
進係副係長
環境経済部農林水産課課長補佐兼
農林水産係長

教育研究所長

女共同参画係長

童生徒支援係長

堀井 武彦

岩間 一水

尾関 大応

木村 弘子

大野 まゆみ

古)|1 郁子

古野 恵美子

上野 結城

田辺 祐嗣

鵠 奈緒子

辻 愛里

大河内 約子

永田 厚子

中立 輝

林 良作

北村 将

遠藤 敦

昇格

兼務

昇格

昇格

昇格

昇格

昇格

昇格

昇格
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )
草 津 市

備 考氏   名

大西 協子

馬場 正和

高谷 武志

長尾 政弘

岡時 仁志

敬子

知子

さやか

美幸

陽子

智恵

智美

裕之

田

井日 純

冨永 智

福永

山岸

力石

内村

坂矢

前田

渡辺

原 ロ

参事

南草津図書館副館長

ども未来部幼児課入所・入園係

勢享奎写姦護稼曇桑蚕某とす笑蔭
推進室専門員
笠縫策こども園総括教諭

常盤こども園総括教諭

笠縫東こども園副総括教諭

老上こども園総括教諭

常盤こども園総括教諭

矢倉こども園総括教諭

草津宿街道交流館街道交流係長兼
象警豪質塞窒霧冒理曇学習課専門

Z墓奮鳥奮票玄暴至ず羅進嚢奪誇
貝

建設都住宅課住宅管理係副係長

都市計画部交通政策課交通疎策係

教育委員会事務局学校政策推進課

専門員     !

長

佐兼埋蔵文化財係長

南草津図書館副参事兼副館長

まちづくり協働都市民謀戸籍住基

央おひさまこども園総括保

ども園総括教諭

こども園総括教諭

ども園総括教諭

二保育所総括保育士

育所総括保育士

会計課出納 。審査係長

委員会事務局生涯学習課専門

室事業推進係長兼スポーツ推

専門員

員会事務局歴史文化財課車
護活用係長

草津宿街道交流館街道交流係長兼

史務草津宿本陣専門員

教育研究所指導主事

○ 係長級

会事務局学校泰育課課長貝教育委
長係体育学校保健学事佐兼

弓F 貝専兼学校教育課
ス スポ ポ国局 障会事務貝

長

山田こ

常盤 こ

草津第

三保

草津中
育教諭
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 ) 草 津 市

新   任 旧   任 氏   熟 備 考

総合政策部危機管理課主査

発達支援センター副総括保育士

草津中央おひさまこども園副総括

草津中央おひさまこども園副総括
保育教諭
矢倉こども園副総括教諭

老上こども園副総括教諭

手川こども園副総括教諭

笠縫東こども園副総括教諭

笠縫東こども園副総括教諭

常盤こども園副総括教諭

三保育所副総括イ呆育士

第四保育所副総括保育士

上下水道部上下水道施設課主査

教育委員会事務局教育総務課主査

教育委員会事務局スポーツ推進課
主査兼国スポ・障スポ推進室主査

員会事務局国スポ・障スポ
室主査兼スポージ推進課主査

教育委員会事務局歴史文化財課主
査     !

総務部総務課主査

計課主査

育教諭

教育委員会事務局スポーツ推進課
主査兼生涯学習課主査兼スポーン
大会推進室主査

孝女育委員会事務局生涯学習課主任

山田こども園副総括教諭

玉川こども園主任教諭

志津こども園主任教諭

常盤こども園副総括教諭

矢倉こども園副総括教諭

草津中央おひさまこども園副総括
育教諭

草津中央おひさまこども園副総括
保育教諭

草津中央おひさまこども園副総括
保育教諭  :
草津第二保育所副総括保育士

山田こども園副総括教諭

老上こども園副総括教諭

図書館主査

学校給食センター主査

上下水道部給排水課主査

健康福祉部長寿いきがい課主査

健康福祉部生活支援課主査

草津宿街道交流館主査兼史跡草津
宿本陣主査

松岡 秀樹

井上

山岡

堀尾

渡田

竹内

中川

伊藤

宮時

中島

藤本

木村

藤 田

齋藤

西尾

松 田

川越

森 田

冨田

真尚

佐智子

春奈

理帆

智美

惟

華子

まりえ

千恵

彩乃

有琴

有果利

美咲

七恵

紗知

麻衣

洋平

由布子
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )
草 津 市

備考

石倉 香

松田 恵莉

海野 のどか

田中 麻希

尭部 優香

福島 菜生

三浦

吉村

片野

櫻木

市田

青木

猪俣

人木

行方

大森

角谷

深尾

水谷

夏音

保

麦穂

智奈美

かぐら

千夏

真衣

優里

遥

彩花

純

亮太

早希

山城 拓馬

岸本 英子

教育委員会事務局スポ
=ツ

推進課
主任兼スポーツ大会推進室主任

教育委員会事務局毅育総務課主事

笠縫東こども園主任教諭

草津第二保育所主任保育士

玉川こども園主任教諭

山由こども園主任教諭

笠縫東こども園教諭

常盤こども園教諭

草津中央おひさまこども園主任保

育教諭       ,
老上こども園教諭

志津こども園毅諭

志津こども園主任教諭

笠縫こども園主任教諭

矢倉こども園主任教諭

玉川こども園教諭

老上こども園教諭

子ども未来部幼児施設課主任

子ども未来部幼児課主任

総合政策都職員課付主事

ポ ツ 大会推ス局
△
ム員 事務教育委

ポ‐ス ツ 主推進課 任室 主任兼

矢倉こども園教諭

長寿いきがい課主任

センター主任保育士

草津中央おひさまこども園主任保

育教諭
草津中央おひさまこども園主任保

育教諭     .

ふたばこども国主任保育教諭

老上こども園主任教諭

山田こども園主任蓼諭

笠縫東こども園主任教諭

草津第二保育所主任保育
=

草津第二保育所主任保育士

草津第二採育所主任保育■

草津第二保育所保育士

第二保育所保育士

学校給食センター主任兼第二学校

給食センタ~主任
教育委員会事務局生涯学習課主任

委員会事務局国スポ 。障スポ

室主任兼スポーン推進課主任

部税務課主任

こども園主任教諭

こども園主任教諭

図書館主任

こども園主任教諭

工
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )

新規採用

草 津 市

新   任 氏   名 備 考

○ ■般職級

志津こども園教諭

矢倉こども園教諭

老上こども園教諭

玉川こども園教諭

山田こども園教諭

常盤こども園教諭

教育委員会事務局教育総務課主事

教育委員会事務局スポーツ推進課主事兼国
スポ・障スポ推進室主事

教育委員会事務局歴史文化財課主事

図書館主事

図書館主事

霰 緋

ふ査 集哲

え保 繕臭

誦 鋭

術茜 響論

庭保晶! 撰字

蒼蒔 警篭

ます だ  つよし

増田 剛

鷲占 桑疼皐

慧占 暴

υ蓉 ガ、告き
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人事異動内示 (令和5午 3月 24日 )

再任用 (令和 5年度異動)

草 津 市

新   任 旧   任 氏    名 備  考

票緯顔写果象響婆奮基聾義習轟質隻
化財課参与 畳雲g曇各自全景姦ョ婁晏暑壊蕃曇

人杉 淳 補職替
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )

令和 5年 3月 31日 付退職者

草 津 市

職 氏   名 役 職 名 等

○副部長級 .

○課長補佐級

○主査級

O一般職級

典子

文代

琢也

知花

員佑

前田

竹村

田中

今田

古野

子ども未来部副部長 (幼児担当)兼幼児課参事

矢倉こども園菖I園長

玉川こども園副総括教諭

総合政策部職員課付主任  r

筆縫東こども園主任教諭

|

|
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人事異動内示 (令和5年 3月 24日 )

会によ

草 津 市

十日 任新 任

奮栞 繁Υ

身を,午  移き宅二

筆審 露等

鋸 斜

督栄 峯僣

柴原 力

杉田 信一

高橋 正樹

井崎 恵美

奥村 真也

麟 甑

明田 孝之

教育委員会事務局児童生徒支援課

長兼人権センター参事兼健康福祉

部健康福祉政策課参事

教育委員会事務局学校政策推進課

長

教育委員会事務局学校教育課専門
貝

教育委員会事務局児童生徒支援課

専門員

教育委員会事務局児童生徒支援課

専門員

教育研究所指導主事

南笠東小学校教頭

老上中学校教頭

新堂中学校教諭

草津中学校教諭

志津南小学校教諭

山田小学校教諭

委員会事務局児童生徒支援課

育委員会事務局学校政策推進課

佐兼学校政策推進係長

委員会事務局学校荻育課専門

育委員会事務局児童生徒東援口果

門員

育委員会事務局学校政策推進課

門員

育委員会事務局児童生徒支援課

査

(滋賀県教育委員会への復j吊
)

県教育委員会

県教育委員会

県教育委員会

県教育委員会

県教育委員会

県教育委員会

徒支援係長

-15-
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議第 19号

臨時代理の承認を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 5年 4月 25日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也

-17-



臨時代理の承認を求めることについ

報告し、その承認を求める。

-13-



草津市毅育委員会事務局の組織に関する規則および草津市教育委員会事

務局および教育機関?職員の職名に関する規則の一部を改正する規則な  :

らびに車津市教育委員会事務米裁規癌の下部を味正すo訓令について

草津市毅育委員会事務局9組織に関す冷規則および草津市教育委員会事務局および

教育機関の職員の職名に関する規則?一部を改正する規則ならびに■津市教育委員会

事務決裁規程の一言Lを改正する訓令に?いてt教育委員会の会議を招集する時間中余裕

がないことから、草津市教育委員会教育長に対する事務委任規則 (昭和31年草津市教

育委員会規則第4号)第 3条の規定に基づき、次のとおり臨時に代審する。

令和 5年 3月 31日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則および草津市教育委員会事務局

および教育機関の職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

(草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正)

第 l条 草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則 (昭和41年車津市教育委員

会規則第 6号)の一部を次のように改正する。

第 2条中「スポーツ大会推進室」を「園スポ・障スポ推進室 事業推進係」に、

「歴史文化野係」を「文化財保護活用係 埋蔵文化財係」に改める。

第 4条第 1項中「副係長」の右に「、主幹」を加え、同条第 10項を同条第 11

項とし、同条第 9項中「専門の事務を掌理するとともに、」の右に「副参事は、」

を加え、同項を同条第 10項とし、同条第 8項の次に次の 1項を加えるЬ

9 主幹は、課長および室長の命を受け、専門の事務を掌理 し、所属職員がvヽ る

場合には、所属職員を補佐する。

第 9項を第 10項とし、「専門の事務を掌理するとともに、」の右に、「副参事

は、」を加え、第 10項を第 11項とする。   i

(草津市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則の一部改正 )

第 2条 草津市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則 (昭和 5

8年草津市教育委員会規則第 1号)の一部を次のように改正するも

第 3条の表事務職員の項中「
1言1係長」の右に「、主幹」を加える。

付 則

この規則は、令和 5年 4月 1日 から施行する。ただし、第 1条中職の設置の改正規

定は、令和 6年 4月 1日 から施行する。

-20-



草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規則

草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則の一部改正 (第 1条関係)   新旧対―照表

―
囀
Ｐ
Ｉ

第 1条  (略 )

(組織)

第 2条 事務局に次の課および係を置く。

教育総務課 総務係 施設係

生涯学習課 生涯学習係 文化振興係

スポーン推進課 スポーツ推進係

スポーツ大会推進室

歴史文化財課 歴史文イ監財係

学校教育課 学校教育係 教職員係 学事 。学校保健体育係

児童生徒支援課 児童生徒支援係 人権教育係

学校政策推進課 学校政策推進係

(職の設置)

第4条 事務局に教育部長、教育部副部長を置き、課、室に課

長、室長を置く。ただし、必要に応じ事務局に政策監、教育部

理事、主監を置き、課、室に参事、課長補佐、副参事、係長、

副係長、専門員を置くことができる。

2～ 8 (略 )

9 副参事および専門員は、上司の命を受け、専門の事務を掌理

するとともに、所属職員がいる場合には、所属職員を指揮監督

すると

10 (略 )

第 1条  (略 )

(組織)

第 2条 事務局に次の課および係を置く。

教育総務課 総務係 施設係

生涯学習課 生涯学習係 文化振興係

スポーツ推進課 スポエツ推進係

国スポ・障スポ推進室 事業推進係

歴史文化財課        笠⊇錘垂麹塑量盤

学校教育課 学校教育係 教職員係 学事 。学校保健体育係

児童生徒支援課 児童生徒支援係 人権教育係

学校政策推進課 学校政策推進係

(職の設置)

第4条 事務局に教育部長、教育部副部長を置き、課、室に課

長、室長を置く。ただし、必要に応じ事務局に政策監、教育部

理事、主監を置き、課、室に参事、課長補佐、副参事、係長、

討〕係長、工幹、専門員を置くこ士ができる。

2～ 8 (略 )

の命を受け、尊門の事務を掌理とr、 所

がいる場合には、所属職員を補佐する。

上立 副参事および専門員は、課長および室長の命を受け、専門

の事務を掌理するとともに、副参事饉、所属職員がいる場合に

は、所属職員を指揮監督する。

11 (略 )

属職員

9 主幹は、誤長お よび室



車津市教育委員会の事務局の組織に関する規則等の一部を改正する規貞u
草津市教育委員会事務局および教育機関の職員の職名に関する規則の■部改正 (第 2条関係)   新旧対照表

Ｉ
Ｎ
〕

―

補職名

、教育部長、教育部理事、教育部専門理

、教育部副部長、主監、室長、課長、参事、所

、館長、室長補佐、課長補佐、所長補佐、1館長

佐、副参事、副館長、係長、冨1係長、専門員、

、主任、主事

(略)

(略 )

職名

事務職員

(略 )

(略 )

第 1条～第 2条  (田各)

(補職名 )

第 3条  (略 )

政策監、教育部長、教育部理事、教育部専門理

事、教育部副部長、主監、事長、課長、参事、所

長、館長、室長補佐、課長補佐、所長補佐、館長

備佐、副参事、副館長、係長、副係長、主幹、専
日弓員、主査、主任、主事

(略 )

(H各 )

職 名

事務職員

(略 )

(略 )

第 1条～第 2条  (略 )

(補職名 )

第 3条  (略 )



“

草津市教育委員会の事務局の組織に関する規則等の一部を改耳する規則

(付則関係)   新旧対照表       Ⅲ

―
博
ω
＝



草津市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令

草津市教育委員会事務決裁規程 (昭和 52年草津市教育委員会計i令第 3号)の一部を次の

ように改正する。

別表 (1)共通決裁事項の表事務の執行関係の部第 11項中

「

(1)重要なもの ○

魯争]最琴
諫

|

(2)軽易なもの ○ 総務課長、

長

」

」 を

」 を

」 に

に改めて同表経費の支出等関係の部第 4項 中

「

改めるも

付 則

この訓令は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

4 補助金の額の確

定

○ 財政課長

「

(1)重要なもの ○ 総務部長 (財政課

長)

(2)軽易なもの ○ 財政課長

4 補助金の額の確

定

○ 財政課長 合議は 1件が

100万 円以上に

限る。
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草津市教育委員会事務決裁規程 新旧対照表

Ｉ
Ю
切
ｌ

旧   規   程

第 1条｀第 5条  (略 )

別表 (第 4条関係 )

(1)共通決裁事項

備考

財政課長

総務課長

財政課長

総務部長

(総務課

長、財政課

長)

合議先

○

○

教

育

部

長

|

|

○

決裁権者
教

育

長

5れ 10 (略 )

)略(

4 補助金の額

の確定

12～ 19 (略 )

(1)重要なも
の

(2)軽易なも
の

(田各)

11 (略 )

項 目

(略 )

費

支

等

径

の

出

(略 )

(略 )

執

事務

の種

類

(2)ん (3)(略 )

第 1条～第 5条  (略 )

別表 (第 4条関係 )

(1)共通決裁事項

(2)ん (3)(略 )

付則

こ の

合議は1件

100万 円以

上に限る

備考

財政課長

総務部長

(財政課

長)

財政課長

合議先

課

長

補

佐

○

採

長

○

↓

○

決裁権者

教

育

長

10 (略 )5～

(略 )

4 補助金の額

の確定

12～ 19 (略 )

(2)軽易な も

の

)略(

11 (略 )

(1)重要な も

の

項 目

(略 )

経費

の支

出等

の執

( 略 )

の種

4 1 か



-26-



議第 20号

草津市幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則の一部を改正する規則案

上記の議木安を提出する。

令和 5年 4月 25日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市立幼稚園 。小学校および中学校の就学に関する規則の二部を改正する規則

草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規則 (昭和 54年草津市教育委員会規則第

3号)の一部を次のように改正する。

別表中

「

」 を

上小学校 (東海道本線以西) 南草津一丁目～五丁目

南笠町 (老上西小学校の区域を除く。 )

矢橋町 (1～ 23番地・ 39番地・ 52番地 。65

～ 72番地 。104番地・ 105番地 。293～ 4

17番地)

橋岡町 2～ 34番地 (27番地および 29番地 2～

29番地 7を除く。)

卜蕗町

者上西小学校 笠町 (801～ 887番 ナ也・ 1051～ 1090

地・ 1891番 地以降) 新浜町 矢橋町 (老

岡町 (老上小学校の区域を く。)

jヽ学校の区域を除く。 )

老上中学校 上小学校

博轡轡チ写ξラ,9埜子と～唇旱:~千 F～
五
T目

南笠町 (老上西小学校の区域を除く。 )

矢橋町 (1～ 23番 地・ 39番 地・ 52番地・ 65

～ 72番地 i104番 地・ 105番 地 。298～ 4

17番地 )

橋岡町 2～ 34番地 (27番地お よび 29番 地 2～

29番地 7を除 く。 )

上西小学校 南笠町 (801～ 887番 地・ 1051～ 1090

番地・ 1891～ 2000番 地)新 浜町 矢橋町

(老上小学校の区域を除く。 )

橋岡町 (老上小学校の区域を除く。 )

改めると

-28-
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付 則

この大見則は、令不日5年 5月 20日 から施行する。
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第 1条～第 7条  (略 )

別表 (第 2条第 1項関係

通学区域

(略 )

野路町 (東海道本線以西)南 草津
一丁 目～五丁 目

南笠町 (老上西小学校の区域を除
く。 )

矢 橋 町 (1～ 23番 地 ・ 39番 地 ・

52番 地・ 65～ 72番 地・ 104
番 地・ 105番 地・ 293～ 417
番 地 )

橋岡町 2～ 34番地 (27番地およ
び 29番地 2～ 29番地 7を除
く。 )

南笠町 (801～ 887番 地・ 10
51-1090番 地・1891番 地

以降)新 浜町 矢橋町 (老上小学

校の区域を除 く。 )

橋岡町 (老上小学校の区域を除 く。)

(略 )

小学校

(略 )

老上小学校

老上西小学校

(略 )

中学校

(略 )

老上中学校

(略 )

新   規   則 (案 )

第 1条～第 7条  (略 )

別表 (第 2条第 1項関係 )

付 則

この規則は、令和 5年 5月 20日 から施行する∩

通学区域

(略 )

野路町 (東海道本線以西)南 草津
一丁目～五丁目
南草津プ リムタウンー丁目学四丁

目

南笠町 (老上西小学校の区域を除

く。 )

矢橋町 (1～ 23番地・ 39番地・

52番地・ 65～ 72番地 。104
番地・ 105番 地・ 298～ 417
番地 )

橋岡町 2～ 34番地 (27番地およ

び 29番地 2～ 29番地 7を除

く。 )

南笠町 (801～ 887番 地 。10
51～ 1090番 地・1891～ 2

000番 地)新 浜町 矢橋町 (老

上小学校の区域を除く。 )

橋岡町 (老上小学校の区域を除く。)

(略 )

小学校

(略 )

老上小学校

老上西小学校

(略 )

中学校

(田各)

老上中学校

(略 )

草津市立幼稚園・小学校および中学校の就学に関する規貝Jの一部改正する規則 新旧対照表

ｌ
ω
Ｏ
Ｉ



議第 21号

草津市小 。中学校結核対策委員会委員の委嘱につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 5年 4月 25日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也

工3■ ―



草津市小・中学校結核対策委員会委員の委翼属にちき議決を求めることィとらぃて

次の者を、草津市教育委員会附属機関運営規則 (平成 25年草津市教育委員会規則第 2号 )

第 2条の規定により、草津市小・中学校結核対策委員会委員に委嘱することにうき(本委員会

の議決を求める。      ・
イ

記

区分 委督属

する者

備  考

保健医療関係者 橋倉 .博樹 済生会滋賀県病院 結核専門医師

保健医療関係者 笠井 康史 草津栗東医師会 (草津市学校医)の代表

学校教育関係者 佐野 由美子 草津市小・中学校養護教諭の代表

関係行政機関の職員 川上 寿一 南部健康福祉事務所 (草津保健所)の代表

任期 令和 5年 5月 1日 から 令和 6年 3月 31日  まで
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○草津市附属機関設置条例 【抜粋】

(附属機関の設置およびその担任する事務)

第 2条 市は、市長の附属機関として別表第 1の名称の欄に掲げる機関を置き、その担

任する事務を同表の担任事務の輌に掲げるとおり定める。

2 市は、教育委員会の附属機関として別表第 2の名称の欄に掲げる機関を置き、その

担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。

別表第 2(第 2条第 2項、第 3条第 1項関係)【抜粋】

○草津市教育委員会附属機関運営規則 【抜粋】   「

(委員 )

第 2条 附属機関の委員 lィま、別表第 1の委員資格者の欄に掲げる者のうちから教育委員

会が委W届 し、または任命する。

(任期)

第 3条 附属機関の委員の任期は、2年 とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 舟1表第 2に捐げる附属機関の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、それぞ

れ同表任期の欄に掲げるとお りとする。

月1表第 1(第 2条 。第 10条関係)【抜粋】

附属機関の名称 委員資格者 所 属

草津市小・中学校結

核対策委員会

(1)

(2)

(3)

保健医療関係者

学校教育関係者

関係行政機関の職員

教育委員会事務局

学校教育課

別表第2(第 3条第2項関係)【抜粋】

附属機関の名称 任期

草津市小・中学校結核対策委員会 嘱の 日から当該委嘱の日の属する年度の末 日

で

名 称 担任事務 定数

草津市小 。中学校結核

対策委員会

卜1中学校の結核管理方針についての調査審議に

する事務

4人以内
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議第 22号

草津市教育支援委員会委員の委嘱および任命につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日5年 4月 25日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市教育支援委員会委員の委嘱および任命につき議決を求めることについて

次の者を、草津市教育委員会附属機関運営規則 (平成 25年草津市教育委員会規則第 2号)第 2条の規

定により、草津市教育支援委員会委員に委嘱および任命することにつき、本委員会の議決を求める。

任期 令和 5年 5月 1日 から令和 6年i3月 31日 まで

委嘱 (任命)する人

学
識
経
験
を

有

す

る

者

（２
人
）

小西 喜朗

宮鳴 智子

藤澤 大輔 草津市医師会 (医師)ふ じさわ小児クジニンク

中島 由里子

古日山 守栄 元草津養護学校教諭 (臨床発達心理士)

吉川 民子 立命館大学 BKC学生オフィス (臨床心理士)

吉原 靖幸

大野 祐子 海賀県立章津養護学校教諭 (小学部)

石田 萌 滋賀県立草津養護学校教諭 (中学部)

山田 貴司 滋賀県立聾話学校校長

木戸脇 美由紀

石井 千鳥

居松 由里 矢倉こども園長

美紀子三木

齋藤 英樹

脇坂 幸子

三川 千種

大町 一仁

橋本 多佳子 老上中学校  通級指導教室教員

松尾 ゆか

西田 史子

竹岡 久恵 矢倉小学校  通級指導教室教員

山田小学校  通級指導教室教員

石本 潤子 ことばの教室主任指導員

森本 早有美 ことばの教室指導員

佐藤 恭子 ことばの教室主任指導員

掛田 みちる 発達支援センター専門員

劉 爽朗 発達支援センター発達心理相談員

大西 塁 発達支援センター発達心理相談員
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○草津市附属機関設置条例 【抄】

(附属機関の設置およびその担任する事務)｀

第 2条 市は、市長の附属機関として別表第 1の名称の欄に掲げる機関を耳き、その担

任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。

2 市は、教育委員会の附属機関として別表第 2の名称の欄に掲げ冷機関を置き、その

担任する事務を同表の担任事務の欄に掲げるとおり定める。

別表第 2(第 2条第 2項、第 3条第 1項関係)【抜粋】

○草津市教育委員会附属機関運営規則 【抄】

(委員)

第 2条 附属機関の委員は、別表第 1の委員資格者の欄に掲げる者のうちから教育委員

会が委嘱し、または任命する。

(任期)

第 3条 附属機関の萎員の任期は、2年 とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 別表第 2に掲げる附属機関の委員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、それぞ

れ同表任期の欄に掲げるとおりとする。

別表第 1(第 2条・第 10条関係 )

附属機関の名称 委員資格者 所 属

草津市教育支援委員

△
ム

(1)

(2)

学識経験を有する者

その他教育委員会が必要 と認める者

教育委員会事務局

児童生徒支援課

附属機関の名称 任期

草津市教育支援委員会 嘱の 日か ら当該委嘱の日の属する年度の末 日

で

定数
名 称

別な支援を必要とする幼児、児童および生往 (

「特別な支援を必要とする幼児等」という。)

に対する就学支援その他め教育支援に関し必要な

にらぃての調査審議ならびに特別な支援を必

とする幼児等の保護者、学校関係者等との相談

に関する事務

別表第 2(第 3条第 2項関係 )

-37-



-38-



議第 23号

草津市学校運営協議会委員の委嘱および任命につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

令不日5年 4月 25日

車津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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草津市学校運営協議会委員の委嘱および任命 につ き議決を求めることに

ついて

次の者を、草津市学校運営協議会規則第6条の規定に基づき、草津市学校運営協議会

委員に委嘱および任命することにつき、本委員会の議決を求める。

区分 委B風する者 備考

士

津

南

/1ヽ

学

校

保護者 楠原 智香 PTA会 長

地域の住民

浅野 謙一 民生委員児童委員協議会会長

四方 道治 まちづくり協議会会長

長谷

'II 

佳子 まちづ くリセンター長

対象学校の運営に資す

る活動を行 う者

北 恵子 地域コーディネーズー

佐々木 奉昭 安全パ トロール代表

紺象学校の校長 山田 容子 志津南小学校 校長

対象学校の教職員
中西 さおり 志津南小学校 教頭

立入 義章 志津南小学校 地域協働合校担当

その他教育委員会が適

当と認めるもの

馬場 豊
元志津南小学校長

元草津市教育研究所所長

安原 壮一
立命館大学BKC

地域連携化課長

区分 委嘱する者 備考

矢

倉

/1ヽ

学

校

保護者
辻 朋美 R4年度 PTA本 部役員

伊藤 智子 R4年度 PTA本 部役員

地域の住民

中谷 緑郎 まちづくり協議会会長

畝木 都 民生委員児童委員

松井 昌代 民生委員児童委員 (主任児童委員)

対象学校の運営に資す

る活動を行 う者
山本 悦子 地域 コーデ ィネーター

対象学校の校長 石井 千鳥 矢倉小学校 校長

対象学校の教職員

山川 夏子 矢倉小学校 教頭

江村 聡子 矢倉小学校 教務主任

臼井 美由樹 矢倉小学校 教務

その他教育委員会が適

当と認めるもの
北島 泰雄 県 CSア ドバイザー
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区分 委嘱する者 機考

玉

)||

′lヽ

学

校

保護者
則武 麻里 前 PTA会 長

窪田 美幸 PTA会 長

地域の住民

奥井 さよ子 玉川学区青少年育成区民会議会長

福井 麻世 民生委員児童委員(主任児童委員)

今井 愛子 民生委員児童委員(主任児童委具)

中野 宗城
玉川学区まちづくり協議会会長、

野路町内会長

対象学校の運営に資す

る活動を行 う者

堀江 尚子 学校・地域連携ア ドバイザー

阿部 有夏 地域コーデイネーター

対象学校の校長 住吉 厚志 玉川小学校 校長

対象学校の教職員

岩本 宏子 玉川小学校 教頭

森 和昭 玉川小学校 教務主任

西田 泰子 玉川小学校 教務

その他教!育 委員会が適

当と認めるもの
中川 珠紀 玉川 こども園 園長

卜
り

区分 委嘱する者 備考

南

笠

東

/ト

学

校

保護者 片原 千佳子 PTA会 長

地域の住民

薄田 正子 まちづくり協議会役員

宇野 千智 まちづくリセンタ‐職員

大西 繁 民生委員児童委員協議会会長

対象学校の運営に資す

る活動を行 う者
岡田 や よい 地域コーデイネーター

対象学校の校長 堀江 和男 南笠東小学校 校長

対象学校の教職員

草野 伸介 南笠東小学校 教頭

奥村 広樹 南笠東小学校 主幹教諭

山本  尚司 南笠東小学校 地域連携担当

学識経験者 麻植 美弥子 福井大学非常勤講師

その他教育委員会が適

当と認める者
奥村 真美 玉川中学校校長
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保護者 宮嶋  ル ミ子 PTA会 長

川那辺 孝六 元山田学区まちづくり協議会会長

地域の住民
山本 克実

山田学区まちづくり協議会会長

民生委員児童委員

中島 民恵 地域コーディネータ‐

木村 桂
読み聞かせボランティア代表

PTA会 員

対象学校の運営に資す

る活動を行 う者

中島 清明 草津栗東交通安全協会山田支部

対象学校の校長 石井 秀樹 山田小学校 校長

山本 泰彦 山田小学校 教頭

山本 和樹 山田小学校 教頭対象学校の教職員

宅間 信一 山田小学校 地域連携担当教諭

山

田

小

学

校

その他教育委員会が適

当と認める者
角 広司 元校長

→

任期 :令和 5年 4月 25日 から令和 6年 3月 31日 まで
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草津市学校運営協議会規貝J【抄】

(委員の委嘱または任命)

第 6条 協議会の委員は、!次の各号に掲げる者のうちから、毅育委員会が委嘱レ、革

たは任命する。          i
(1)保護者

(2)地域の住民

(3)対象学校の運営に資する活動を行う者

(4)対象学校の校長

(5)対象学校の教職員

(o)学識経験者

(7)そ の他毅育委員会が適当と認める者                  |
2 教育委員会は、前項に規定する委員の委嘱または任命について、あらかじめ、対

象学校の校長から意見を聴くものとする。
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